
各務原市雑誌スポンサー制度要項 

（平成２２年７月１２日決裁） 

 

１．雑誌スポンサー制度の目的 

この雑誌スポンサー制度は、図書館の雑誌に民間企業等の情報発信を組み込み、

新たな図書資料等を確保することにより、各務原市立中央図書館雑誌コーナーの 

充実を図ることを目的とする。 

 

２．雑誌スポンサー制度の内容 

雑誌スポンサーから雑誌の購入費用を負担してもらい、購入した雑誌を各務原市

立中央図書館に配架する。雑誌の配架位置は、各務原市立中央図書館が決定する。 

提供雑誌の最新号カバー表面にスポンサー名を表示し、裏面にはスポンサーの 

希望により広告を掲示する。 

 

３．雑誌スポンサーの対象 

雑誌スポンサーは、企業・商店・団体等を対象とし、個人からの雑誌提供は対象

としない。また、次の各号に定める業種又は事業者に係るものであるときは、雑誌

スポンサーの対象としない。（各務原市広告掲載要綱第７条参照） 

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２

２号）で風俗営業と規定される業種 

（２）風俗営業類似の業種 

（３）消費者金融 

（４）たばこの製造販売 

（５）ギャンブルにかかるもの 

（６）規制対象となっていない業種で社会問題を起こしている業種や事業者 

（７）法律の定めのない医療類似行為を行う施設 

（８）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）及び会社更生法（平成１４年法律

第１５４号）による再生手続中又は更生手続中の事業者 

（９）各種法令に違反しているもの 

（１０）行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの 

（１１）暴力団又は暴力団の構成員その他これらに準ずるもの 

（１２）その他市長が不適当であると認めるもの 

 

４．雑誌の選定 

雑誌スポンサーは、各務原市立中央図書館と協議のうえ提供する雑誌を選定する。 

 

５．広告の規格、表示方法 

提供雑誌の最新号カバー表面については、スポンサー名等の表示とする。 



 

表示の大きさは、縦４㎝、横１３㎝以内で、地色は白色、文字は黒色とする。 

貼付位置は、最新号カバー中央より下部とする。 

裏面に掲示する広告は、最新号カバーに収まるＡ４版以下のサイズのものとし、

スポンサーが作成した片面印刷のものを使用する。 

 

６．掲示する広告の範囲 

提供雑誌の最新号カバー裏面に掲示する広告の内容が次の各号のいずれかに 

該当するときは、広告掲示の対象としない。（各務原市広告掲載要綱第６条参照） 

（１）法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの 

（２）公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの 

（３）政治性のあるもの 

（４）宗教性のあるもの 

（５）社会問題についての主義主張 

（６）個人の名刺広告 

（７）美観風致を害するおそれがあるもの 

（８）公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの 

（９）その他掲示する広告として不適当であると市長が認めるもの 

 

７．広告掲示の期間 

広告掲示の期間は原則として１年以上、雑誌提供期間終了までとし、年度の途中

からの場合も同様とする。 

 

８．雑誌スポンサーの申込方法 

雑誌スポンサーの申し込みをしようとする企業・商店・団体等は、各務原市雑誌

スポンサー制度申込書（様式第１号）に必要事項を記入し、各務原市立中央図書館

に持参、ファクシミリ、または郵送のいずれかの方法により提出する。 

 

９．雑誌購入代金の支払方法 

雑誌スポンサーは、次の各号に定める雑誌購入代金の支払方法により、各務原市

立中央図書館指定の納入業者に直接支払うものとする。 

（１）支払いは、一括先払いとする。 

（２）振込み手数料は、雑誌スポンサーの負担とする。 

（３）雑誌スポンサー提供の雑誌が休刊した場合は、各務原市立中央図書館と協議の

上、別の雑誌に広告を振り替えるものとする。 

 

 

 


